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新しい d カードへの自動切替に関する特約 の一部改正 

［改正］ ［現行］ 

この「新しい d カードへの自動切替に関する特約」（以下、「本特約」といいます）は、カード

会員番号が「4980」、「5302」又は「5334」からはじまる d カード（以下、「旧 d カード」と

いいます）の有効期限の更新に伴い、カード会員番号が「4363」、「5344」又は「5365」

からはじまる d カード（以下、「新しい d カード」といいます）にカード会員番号を変更のう

え、有効期限が更新されること（以下、「自動切替」といいます）について、適用される事項

を定めたものです。本特約の内容と d カード利用規約（会員規約）（以下、「会員規約」

といいます）の内容に齟齬がある場合には、本特約が優先して適用されます。なお、本特約

で使用する用語の定義は、本特約に別段の定めのある場合のほかは、会員規約の定めに

従います。 

 

記 

 

第１条（自動切替） 

１. （略） 

２. 当社は、次の各号の事由がある場合で当社が認めたときは、有効期限の更新にあたっ

て自動切替を実施せず、カード会員番号が「4980」、「5302」又は「5334」からはじまる d

カードにかかる会員規約（以下、「旧 d カード会員規約」といいます）の定めに従い、本会

員に対し、各会員用の旧 d カードを再発行します。ただし、旧 d カードに記載された有効期

限が 2026 年 4 月以降の場合、次の各号の事由がある場合で当社が認めたときであって

も、旧 d カードの再発行は行いません。この場合、当該有効期限の満了をもって d カード契

約は終了となります。  

(1) 前項の審査の結果として自動切替の対象外となる場合等、本会員が自動切替の対

象外となるとき 

(2) 自動切替対象会員が当社所定の期限までに自動切替について当社へ希望しない旨

の申出をしたとき 

この「新しい d カードへの自動切替に関する特約」（以下、「本特約」といいます）は、カード

会員番号が「4980」、「5302」又は「5334」からはじまる d カード（以下、「旧 d カード」と

いいます）の有効期限の更新に伴い、カード会員番号が「4363」、「5344」又は「5365」

からはじまる d カード（以下、「新しい d カード」といいます）にカード会員番号を変更のう

え、有効期限が更新されること（以下、「自動切替」といいます）について、適用される事項

を定めたものです。本特約の内容と d カード利用規約（会員規約）（以下、「会員規約」

といいます）の内容に齟齬がある場合には、本特約が優先して適用されます。なお、本特約

で使用する用語の定義は、本特約に別段の定めのある場合のほかは、会員規約の定めに

従います。 

 

記 

 

第１条（自動切替） 

１. （略） 

２. 当社は、次の各号の事由がある場合で当社が認めたときは、有効期限の更新にあたっ

て自動切替を実施せず、カード会員番号が「4980」、「5302」又は「5334」からはじまる d

カードにかかる会員規約（以下、「旧 d カード会員規約」といいます）の定めに従い、本会

員に対し、各会員用の旧 d カードを再発行します。 

 

 

 

(1) 前項の審査の結果として自動切替の対象外となる場合等、本会員が自動切替の対

象外となるとき 

(2) 自動切替対象会員が当社所定の期限までに自動切替について当社へ希望しない旨

の申出をしたとき 
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第 2 条～第 9 条（略） 

 

[削除] 

 

附則（２０２４年１０月１０日） 

1. 本規約は、２０２４年１１月３０日から適用されるものとします。 

 

附則（２０２５年１０月１日） 

1. この改定規約は、２０２６年４月１日から適用されるものとします。 

 

 

以上  

 

第 2 条～第 9 条（略） 

 

以上 

 

附則（2024 年 10 月 10 日 ） 

1. 本規約は、2024 年 11 月 30 日から適用されるものとします。 

 

 


